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1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は、陸上自衛隊足寄分屯地で使用する電気について規定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は、ＧＬＺ－ＣＧ－Z０００００１の 1.2 による。 

1.3 引用文書 

この仕様書に引用する次の文章は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成

すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１   陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

b) 法令等 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 

（以下、”特措法”という。） 

国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律

（以下、”環境配慮契約法”という。） 

c) 再生可能エネルギー電気の定義 

  ＲＥ１００ ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ ＣＲＩＴＥＲＩＡ(以下、”ＲＥ１００”という。) 

 

2 契約に関する要件 

 電気の調達に係る契約については、環境配慮契約法基本方針に基づく裾切り方式で行うものとし、

環境省の示す基準に準拠した裾切り要件を設定するものとする。 

 

3 需給に関する要求 

3.1 供給電気方式、供給電圧、計量電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は交流３相３線式標準電圧６，０００Ｖ、計量電圧は標準電圧６，０

００Ｖとし、周波数は標準周波数５０Ｈｚとする。 

3.2 予定契約電力および予定電力使用量 

調達要領指定書によって指定するものとする。 

 

 



 －2.－ 

3.3 供給電気の種類 

ＲＥ１００の要件を満たす再生可能エネルギー電気の比率に関する条件は付さないものとする。 

3.4 需給期間 

需給期間は調達要領指定書によって指定するものとする。 

3.5 需給地点、電気工作物の財産分界点および保安上の責任分界点 

足寄分屯地第１柱に設置された区分開閉器電源側リード接続点とする。 

3.6 供給地点特定番号 

 ０１１０３４４０７８４３７００５０２４０００ 

3.7 電力量等の計量 

(a) 計量器 

計量器の種類及び必要な付属品は、契約の相手方の選定によるものとする。 

(b) 計量場所および立入り 

計量場所は足寄分屯地警衛所受電室とする。尚、当該場所は立ち入り禁止区画の為、検針で立ち入

る場合は足寄分屯地司令の許可を必要とする。但し、自動検針の場合はその限りでない。 

3.8 力率の保持 

需給期間中の力率は、５０ｋｖａｒの高圧進相用コンデンサにより平均力率を１００％に保持する

予定。 

 

4 その他 

4.1 賦課金 

燃料費調整および特措法第１６条第２項に基づく賦課金は、北海道管内の一般送配電事業者が特定

規模需要に対して定める標準約款によるものとする。 

4.2 電気需給約款の提出 

契約の相手方は需給開始に先立ち、電気需給約款を紙媒体により契約担当官等へ提出するものとす

る。但し、インターネット上で確認できるのであればその限りでない。 

4.3 請求書（写）の提出 

契約の相手方は請求金額が確定次第、当該請求書の写しをＦＡＸで送信するものとするが、困難な

場合は請求書を速やかに郵送するものとする。 

4.4 疑義 

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。 


